
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
（ 公　印　省　略 ）

　下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

　１．入札に付する事項

調達番号

自:

至:

　２．入札方式 一般競争入札（総合評価落札方式、電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））
　　　　　　　　　　　対象案件）

　３．入札日時

　４．入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室

　５．参加資格　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　　　　　　　　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
　　　　　　　　　　中、特別の理由がある場合に該当する。
　　　　　　　　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　　　　　　　　（３）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＣ
　　　　　　　　　　等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
  　            （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止
　　　　　　　　　　の措置を受けている期間中の者でないこと。
　　　　　　　　（５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ
　　　　　　　　　　て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行
　　　　　　　　　　おうとする者でないこと。
　　　　　　　　（６）上記（３）の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓
　　　　　　　　　　令第１０８号）第１８条第４項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～
　　　　　　　　　　キのいずれかに該当する者）であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しよ
　　　　　　　　　　うとするものについては、 までに
　　　　　　　　　　下記ア～キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。

　　　　　　　　　　ア　当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

　　　　　　　　　　イ　資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数
　　　　　　　　　　　値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

　　　　　　　注：１　特許には、海外で取得したものを含む。
　　　　　　　　　２　技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省

令和７年９月１８日(木) (１０:３０)

令和７年 ８月 １８日 (月) ９:００

X-160
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研究

仕様書のとおり 仕様書のとおり
契約締結日

令和８年３月３１日

令和7年7月25日 支担官第298号

公　　　　告

記

件名 内容 履行場所 履行期限



　　　　　　　　　　令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及
　　　　　　　　　　び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

　　　　　　　　　　ウ　ＳＢＩＲ制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に
　　　　　　　　　　　係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　エ  株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式　会社
　　　　　　　　　　　地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間
　　　　　　　　　　　資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開
　　　　　　　　　　　拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形
　　　　　　　　　　　成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交
　　　　　　　　　　　通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外
　　　　　　　　　　　通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構に
　　　　　　　　　　　おける地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対
　　　　　　　　　　　象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又
　　　　　　　　　　　は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　オ  国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平
　　　　　　　　　　　成２０年法律第６３号）第２条第９項に規定する研究開発法人のうち、同法別表
　　　　　　　　　　　第３に掲げるものをいう。）が同法第３４条の６第１項の規定により行う出資の
　　　　　　　　　　　うち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当
　　　　　　　　　　　該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　カ  国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム
　　　　　　　　　　　強化事業（ベンチャーキャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー
　　　　　　　　　　　・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業（ベンチャ
　　　　　　　　　　　ーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競
　　　　　　　　　　　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　キ  グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログ
　　　　　　　　　　　ラム（Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ又はＪ－Ｓｔａｒｔｕｐ地域版）に選定された事業者
　　　　　　　　　　　であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる
　　　　　　　　　　　者
　６．入札方法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を
　　　　　　　　加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
　　　　　　　　とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である
　　　　　　　　か免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額
　　　　　　　　を入札書に記載すること。

　７．入札保証金及び契約保証金　　免　除

　８．入札の無効　　５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とす
　　　　　　　　　る。

　９．契約書作成の要否　　要

　10．適用する契約条項　　役務等契約条項、
　　　　　　　　　　　　　談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項

　11．その他
　　　（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）
　　　　　のとおり。
　　　（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
　　　（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真に
　　　　　やむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
　　　（４）入札に関する条件　仕様書3.3 (1)～(3)に定める本業務の実施体制並びに仕様書6.2.1 (1) 
　　　　　～(3)に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること
　　　　　（提出期限： 必要に応じ追加資料の提出を求める
　　　　　ことがある。）。
　　　（４）この一般競争（総合評価落札方式）に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定め
　　　　　る提出物を までに提出しなければならない。
　　　（５）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応
　　　　　札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、
　　　　「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、
　　　　　までに、下記担当者必着分を有効とする。

令和７年　９月 １６日　(火)

令和７年　８月 １９日　(火) １２:００

令和７年　９月 ２日　(火) １２:００



　　　（６）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小
　　　　　企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　　　（７）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
　　　　　　〒162-8801　東京都新宿区市谷本村町５－１　（庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を
　　　　　持参すること。
　　　　　　受付時間　９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く）

　　　　　また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
　　　　　　　メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
　　　　　　　メール件名　　：「件名：○○○」　入札案内送信依頼
　　　　　　　添付ファイル　：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し
　　　　　　　防衛省大臣官房会計課契約係　松井　電話　03-3268-3111　内線20814
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 仕様書 

件 

名 
電磁波領域の能力強化に関

する調査・研究 

作成年月日 令和７年７月１４日 

仕様書番号  

整備計画局サイバー整備課 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、「電磁波領域の能力強化に関する調査・研究」を実施するに当

たり、その実施要領を定めるものである。 

1.2 引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、

仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を

適用するものとする。 

なお、引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様

書の内容を優先する。 

（１）電波法（昭和25年法律第131号） 

（２）防衛省設置法（昭和29年法律第164号） 

（３）装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁

（事）第137号。令和4年 3月 31日） 

（４）環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年 1月 28日閣議決定） 

（５）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100

号） 

（６）著作権法（昭和45年法律第48号） 

1.3 用語の定義 

（１）電磁波 

電場と磁場の変化を伝播する波（波動）。一般には、電波、赤外線、可視光

線（光）、紫外線等の総称。 

（２）電波 

電波法（昭和25年法律第131号）第2条 1号において規定される300万 MHz

以下の周波数の電磁波をいう。 

（３）電磁波領域 

「国家防衛戦略について」（令和４年 12 月 16 日。国家安全保障会議決定・

閣議決定）において、宇宙・サイバーと並んで示される領域横断作戦を遂行す

る上で重要な領域の一つをいう。電磁波領域の能力は、電子戦の能力及び電磁

波管理の能力からなる。 
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（４）電子戦 

電磁波、主として電波を効果的・積極的に利用して行う戦闘のことをいう。 

（５）電磁波管理 

電子戦能力を担保するため、電磁波の利用状況を把握し、自衛隊の部隊が利

用する電磁波を適切に管理・調整を行うことをいう。 

（６）関係学会 

AOC（Association of Old Crows（電子戦協会））が米国で開催する国際シン

ポジウム。 

 

2 役務の内容 

電磁波領域に関する調査対象（米国、英国、豪州及びＮＡＴＯ（北大西洋条約機

構）を基準とする。）の政策・技術などの動向調査を行い、防衛省・自衛隊が行う

電磁波領域の能力向上に係る施策の検討についての支援・助言を行う。 

2.1 電磁波領域の動向調査 

調査対象の電磁波領域に関する政策・技術・運用・組織・研究開発／装備体

系・人事／教育訓練などの動向について、公刊情報の収集・整理、有識者への

ヒアリング、関係学会への参加等により調査する。特に、各国の電磁波領域の

能力向上に関する政策、電磁波領域の最新技術、技術から兵器への実装及び実

運用の状況を調査するものとし、細部は官との調整による。ただし、ＮＡＴＯ

については、政策・技術・運用に関する基準や取組みなどを調査するものとす

る。 

なお、調査は、防衛省が別途示す文書を踏まえ実施すること。 

2.2 電磁波領域の能力向上に係る施策の検討への助言・支援 

毎月１回を基準に官側が別途指定する会議に参加し、前項の電磁波領域の動

向調査等を通じて得られた知見の説明、防衛省・自衛隊における電磁波領域の

能力向上に係る施策の立案に資する調査、および官の政策に対する助言・支援

を行うものとし、細部は官との調整による。なお、各会議での議題についての

概要をとりまとめ、次回の会議までに報告するものとする。 

2.3 電磁波領域の有識者講演会の開催 

電磁波領域における有識者を招へいし、電磁波領域の最新の動向や、課題及

び対策を題材とした講演会を開催する。講演会の企画検討、準備、開催等を行

うものとする。講演会は防衛省市ヶ谷庁舎で１回開催し、オンライン形式を可

とする。また、日本語以外での講演を実施する場合は、通訳を手配するものと

し、細部は官との調整による。 

 

3 調査研究に関する要求 



 - 3 -

3.1 契約期間 

契約締結日から令和8年 3月 31日までとする。 

3.2 役務実績等 

契約の相手方は、次を満たすものとする。 

（１）直近3年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において調査研究ま

たは技術支援を行った実績を有していること、または、実績を有するものを業

務に従事させられることを示せること。 

（２）前号の調査研究または技術支援が電波または電磁波領域に関するものである

こと、または、電波または電磁波領域に関する専門的知見を有していることを

示せること。 

3.3 本役務の実施体制 

（１）契約の相手方は、この役務の履行に際し、管理責任者を定め、官側からの質

問、検査及び資料の提示等の指示に応じなければならない。修正及び改善要求

があった場合には、別途協議の場を設けて対応を決定する。 

（２）契約の相手方は、本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更す

る場合には事前に官側と協議するものとする。 

ア 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保

全を確実に行うことができる者（以下、前項の管理責任者を含め、「業務従

事者」という。）を確保すること。 

イ 業務従事者は、履行に必要若しくは有用な、または背景となる経歴、知見、

資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有する

こと。 

ウ 業務従事者は、他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要

に対応できる態勢にあること。 

（３）3.1の契約期間においては、同一の業務従事者が役務を実施することを原則

とする。ただし、特別な理由があると官側が認めた場合はこの限りではない。 

3.4 第三者に係る取扱い 

（１）契約の相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あら

かじめ当該第三者の事業者名、業務範囲等を届け出た上で、官側の承認を得る

ものとし、当該第三者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。 

（２）契約の相手方は、本契約の履行に当たり、知り得た知識を第三者に漏洩（前

号に規定する第三者であり、当該第三者の業務範囲に当たるものを除く。）又

は他に転用しないこと。 

 

4 実施要領 

4.1 体制表の作成 
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契約の相手方は、官側と調整の上、契約後速やかに本役務に係る業務従事者

を記載した体制表を作成し、官側へ提出する。 

4.2 実施計画書の作成 

契約の相手方は、官側と調整の上、契約後速やかに本役務に係る実施計画書

を作成し、官側へ提出する。 

4.3 官側への定期報告 

契約の相手方は、官側と調整の上、本役務の進捗や実施内容について毎月 1

回以上、官側に報告する。進捗状況について実施計画書とのかい離が生じた場

合、速やかに官側に報告のうえ、本役務の進め方について官側と調整を行う。

その際、必要に応じ、実施計画書を改訂する。 

4.4 報告書等の作成 

契約の相手方は、官側と調整の上、本役務の成果を取りまとめた報告書を作

成し提出する。なお、当該報告書において、日本語以外の資料を引用する場合

には、日本語訳を付けるものとする。4.3 の定期報告において資料を用いる場

合も同様の扱いとする。 

 

5 提出書類等 

5.1 提出書類 

契約の相手方は、表 1 に示す提出書類を防衛省整備計画局サイバー整備課に

提出する。提出方法等は以下のとおりとする。 

（１）報告書は、契約の相手方が用意する電子媒体（CD-R 等）により１部提出す

る。作成に当たっては、エコマークやグリーンマーク認定等、環境へ配慮した

ものを使用する。 

（２）電子媒体に保存する形式は、Microsoft Office（WordまたはPower Point）

を用いて作成し、作成したファイルをPDFファイルとしたものと合わせて電子

媒体に保存し提出する。 

（３）提出時期は表1に示すとおりとし、報告書については、提出時期について官

側と調整することとする。 

（４）体制表、実施計画書の電子媒体については電子メールによる送付を可とする。 
 

表 1 提出書類 

番号 名称 提出時期 媒体 

1 体制表 契約後速やかに 電子媒体（1部） 

2 実施計画書 契約後速やかに 電子媒体（1部） 

3 報告書 官側の確認を得た上で、契約納期まで 電子媒体（1部） 
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5.2 提出場所 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 

防衛省整備計画局サイバー整備課 

 

6 その他 

6.1 検査 

検査は、この仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 

6.2 情報保全 

6.2.1 情報保全に係る体制の確保 

契約の相手方は、本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（情報セキ

ュリティ通達第２項第１号に規定する情報をいう。）その他の非公知の情報

（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たっては、情報セキュリ

ティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリ

ティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における

情報セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情

報にあっては，これらに準じて）、適切に管理するものとする。この際、特に、

保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更

した場合には，遅滞なく官側に通知するものとする。 

（１）契約を履行する一環として契約の相手方が収集、整理、作成等した情報が、

保護すべき情報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除をし

ようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取

り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する履行体制をとること。 

（２）保護すべき情報等について、官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取

り扱わせないことを保障する履行体制。 

（３）保護すべき情報等について、官側が書面により個別に許可した場合を除き、

契約の相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フラン

チャイザー、コンサルタントその他の契約の相手方に対して、指導、監督、業

務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝

達または漏えいされないことを保障する履行体制。 

6.2.2 契約を履行する一環として収集、整理、作成等した情報の取扱い 

（１）契約相手方は、6.2.1の事項等の情報セキュリティが侵害されまたは侵害さ

れるおそれが発生した場合においては、遅滞することなく、直ちに官側へ報告

するものとする。 

（２）業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であ

ると官側が認めた場合は、契約相手方は官側の求めに応じ協議を行い、両者で

合意の上で、改善を図るものとする。 



 - 6 -

（３）契約相手方は、本役務の履行に当たっては、知り得た保護情報の取扱いに際

して、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通

達）」に基づき、適切に管理する。細部については、表2のとおりとする。 

 

表 2 保護すべき情報 

No. 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項 

１ 報告書 
各国の電磁波領域に係る動

向について整理した結果 官側との調整時、提出書類の作

成時に明らか又は類推される

場合には保護の対象とする。 2 

契約の履行の一環

として官側より入

手、収集した情報 

自衛隊の運用に係る情報 

装備品の機能及び性能に係る

情報 

 

6.2.3 保護すべき情報としない情報  

本役務において、公開情報、公刊文献等から収集及び整理する公知の情報

は、保護すべき情報として扱わないものとする。 

6.3 所有権及び著作権 

（１）本役務によって作成した書面（電子媒体を含む。）その他類似の派生物につ

いては、所有権及び著作権は、国に帰属するものとする。ただし、契約の相手

方がこの役務の以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作

権については、この限りではない。 

（２）この他、著作権その他の権利については、別紙のとおり取り扱うものとする。 

6.4 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守 

本役務調達物品等は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和 7

年 1月 28日閣議決定）の基準を満たすものでなければならない。ただし、基本

方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 

6.5 疑義事項 

本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに支出負担行為担当官等と協議し、

その指示に従うものとする。 

 



別紙

著作権その他の権利

契約の相手方は，報告書を作成する場合は，第三者が有する著作権等を侵害すること１

のないよう，必要な処置を講じること。

この契約において作成した報告書が第三者の権利を侵害しているとして，官側に対し２

て，第三者が何等らかの請求・主張を行ったときには，契約の相手方が自己の費用にて

当該第三者と交渉・訴訟を行い，弁護士費用，その他の費用を含む損害賠償責任は全て

契約の相手方が負担すること。

この契約において創作され納入物となる報告書の著作物において著作権等が発生する３

場合，その権利は次によること。ただし，官側は納入された著作物を自ら利用するため

に必要と認められる範囲において，翻案，複製及び貸与することができる。

契約の相手方が従来から有していた著作権等は，契約の相手方に留保される。（以(1)

下「留保著作権等」という。）

契約の相手方は，この契約で新たに契約の相手方が著作した報告書の著作権を官側(2)

属紙第１「報告書に関する著作権譲渡証明に譲渡することとし，報告書の納入時に

を作成し，提出すること。書」

契約の相手方は，提出書類及び納入品に関し，著作権法に規定する著作者人格権を(3)

属紙第２「報告書に関する著作者人格権不行行使しないこととし，報告書の納入時に

を作成し，提出すること。使証書」

契約の相手方は，報告書に関する著作権等の留保を主張する場合は「報告書に関す(4)

属紙第３「報告書に関する留保著作権等内訳る著作権譲渡証明書」の附属書として

を作成し，提出すること。契約の相手方は，提出後速やかに留保部分について官書」

側と協議を行った上で，確認を受けること。また，確認を受けた留保部分に関する詳

細資料を官側に提出すること。

契約の相手方は，著作権等の帰属等に関し疑義が発生した場合は，その都度官側と協４

議して解決すること。また，協議において取決めを行った場合，契約の相手方は，取り

決めた文書を速やかに官側に提出し，確認を受けること。



属紙第１

報告書に関する著作権譲渡証明書

令和 年 月 日

甲

殿

乙 住 所

会 社 名

代表者名

統制番号

（調達要求番号）

品名

納入先部隊等名
契約金額

（納入場所）
数量・単位

単価 契約番号及び年月日

乙は，上記契約により作成した報告書に関する著作権（著作権法（昭和45年法律第48

号）第21条から第28条に定める全ての権利を含む。）を令和 年 月 日に甲に

対して譲渡したことに相違ありませんので，本証明書を提出いたします。ただし，甲及

び乙の協議の下，乙への留保が認められた著作権は除くものといたします。



属紙第２

報告書に関する著作者人格権不行使証書

令和 年 月 日

甲

殿

乙 住 所

会 社 名

代表者名

統制番号

（調達要求番号）

品名

納入先部隊等名
契約金額

（納入場所）
数量・単位

単価 契約番号及び年月日

乙は，上記契約により作成した報告書に関する著作者人格権（著作権法（昭和45年法

律第48号）第18条から第20条に定める全ての権利を含む。）を行使しないことを約束

し，本証書を提出いたします。

なお，著作者人格権を行使しようとする場合には，甲の承認を得るものとします。



属紙第３

附属書

報告書に関する留保著作権等内訳書

報告書に関する著作権譲渡証明書のただし書により，乙に留保される著作権等の内訳

は，次のとおりです。

該当範囲

該当箇所

理由





 

情報セキュリティ指定書 

発簡番号  
調達要求番号  

調達要求年月日  
作成部課 整備計画局サイバー整備課 
作成年月日 令和７年７月１４日 

件   名 電磁波領域の能力強化に関する調査・研究 

仕様書番号  

 
１ 保護すべき情報の管理 

 契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たって

は、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第

１３７号。令和４年３月３１日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリテ

ィの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。 

 

２ 保護すべき情報として指定された情報 

保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項 

報告書 
各国の電磁波領域に係る動向

について整理した結果 官側との調整時、提出書類の作成時

に明らか又は類推される場合には保

護の対象とする。 

契約の履行の一環と

して官側より入手、収

集した情報 

自衛隊の運用に係る情報 

装備品の機能及び性能に係る

情報 

 

３ 特記事項 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁波領域の能力強化に関する調査・研究 

応札資料作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年（令和７年）７月 

防   衛   省 
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1 総則 

1.1 適用範囲 

本要領は、電磁波領域の能力強化に関する調査・研究に係る応札資料の作成要領に

ついて規定する。 

 

2 防衛省が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料 

防衛省は、応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、それらを受けて、

以下の表２に示す応札資料を作成し、防衛省へ提出すること。 

 

表１ 防衛省が応札者に提示する資料 

資料名称 資料内容 

①仕様書 
電磁波領域の能力強化に関する調査・研究に係る仕様（役務内容、

各種要件等）を記述したもの。 

②応札資料作成

要領 
応札者が、提案書に記載すべき項目の概要を記述したもの。 

③評価手順書 
防衛省が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価

点の算出方法及び評価基準等を記述したもの。 

 

表２ 応札者が防衛省に提出する資料 

資料名称 資料内容 

①業務従事者リ

スト及び履歴資

料、保護すべき情

報等取扱いに関

する資料 

別添「評価基準表」の(6)～(8)、(22)～(24)に関する資料。 

・指定の様式はないため、任意の様式で作成すること。 

・業務従事者リストには、業務従事予定者も含め記載すること。 

・その他必要事項については、「一般競争入札（総合評価落札方式）

の案内について」を必ず確認すること。 

②提案書 

仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを、別添

「評価基準表」の提案要求事項に従って記述したもの。（上記資料

除く。） 

③提案書記述箇

所対応表 

別添 1「評価基準表」の提案書頁番号欄に、対応する提案書の記

述箇所の頁番号を付記したもの。 

④会社概要 会社の概要及び事業実績が分かるもの。 

 

2.1 提案書作成要領 

応札者は、以下に示す書式に従い、提案書を作成すること。 

ア 提案書は、電磁波領域における政策・技術の専門家以外の者にも理解できるよ

う、日本語で十分に分かりやすい記述とする。また、必要に応じて、用語解説な

どを添付する。 

イ 提案書は、A4 版縦／横書き（文字数、行数は任意）で作成する。特別に大きな

図表等が必要な場合のみ、A3版にて記述する。 
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ウ 提案書は、MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint の 2016 バージョンと互換性のあ

る形式を使用して作成するものとする。 

エ 提案書には、作成した応札者が類推されないよう、会社名を容易に想像できる

文言を記載しないこと。 

 

2.2 提案書記述箇所対応表作成要領 

応札者は、防衛省より提示された別添「評価基準表」の提案書頁番号欄に、対応す

る提案書記述箇所の頁番号を記入することにより、対応表を作成すること。 

別添「評価基準表」の各項目の説明を、以下の表3に示す。 

 

表 3 「評価基準表」の各項目の説明 

項目名 項目説明・記入要領 記入者 

大項目・中項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 防衛省 

提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 防衛省 

評価区分 
必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は

無い項目(任意)の区分 
防衛省 

評価配分 各項目に対する基礎点と加点（獲得し得る最大の得点） 防衛省 

提案書頁番号 

作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する

提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各

提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象と

して採点を行う。 

応札者 

 

2.3 提出要領 

応札者は、以下の表4に示す①及び④の提出物を、令和7年 8月 19日（火）12時ま

でに、②及び③の提出物を令和 7 年 9 月 2 日（火）12 時までに、大臣官房会計課契約

係に提出すること。 

 

表４ 提出物 

提出物の名称 提出形式 数量 

① 業務従事者リスト及び履

歴資料、保護すべき情報

等取扱いに関する資料

（別添１「評価基準表」

の(6)～(8)、(22)～(24)

に関する資料。） 

印刷物 2部（社名入り） 
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②提案書 印刷物 7部（社名入り：2部、社名なし：5部） 

③提案書記述箇所対応表 印刷物 7部（社名入り：2部、社名なし：5部） 

④会社概要 印刷物 2部 

 

3 その他 

3.1 留意事項 

ア 提出物の作成に当たり、質問等を行う必要がある場合には、別紙「質問状」に

必要事項を記載し、大臣官房会計課物品管理係にあらかじめ電話連絡した上で、

令和7年 8月 28日（木）12時までに、電子メールで提出すること。 

イ 前記の提案書作成要領に従った提案書ではないと防衛省が判断した場合には、

当該提案書の評価を行わないことがある。 

ウ 応札者が提出した提案書（特に作業工数に係る）は、低入札価格調査を行う場

合の資料とする。 

エ 本事業で知り得た如何なる情報（公知の事実を除く。）についても、その保全を

徹底し、官側の同意を得ることなく無断で第三者に漏洩してはならない。 

オ 本事業の成果物については、その著作権も付属して防衛省に移転するものとす

る。ただし、本事業の以前から所有している著作権及び第三者が所有している著

作権については、この限りではない。 

カ 提出する提案書等の作成に掛かる経費については支払われない。 

キ 提出された提案書等は返却されない。 

ク 提出された提案書等について説明等を求められた時は、これに応じること。 

ケ 他の者（法人又は個人）に関する説明内容及び審査状況について、その者の利

益を損なう恐れがあると認められる場合には、非開示情報として保護されるもの

とする。 

コ 提案資料等は、契約の一部を構成するものとして契約書に添付するものとする。 

3.2 質問状に関する連絡先 

防衛省大臣官房会計課物品管理係 

    電話番号：03-3268-3111 内線 20815、20816、20820 



別添
評価基準表

大
項目

中
項目

細項目

基
礎
点

加
点

合
計
点

1 基礎的事項

1.1
公的機関における
調査研究等の実績
に係る要件の具備

直近3年以内に官公庁及び独立行政
法人を含む公的機関において調査
研究または技術支援を行った実績
を有していること、または、実績
を有するものを業務に従事させら
れることを示せること。

(1) 必須

●以下の①または②が満たされているか。
①　直近3年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関
において調査研究または技術支援を行った実績を有してい
ることが、証拠と共に示されている。
②　直近3年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関
において調査研究または技術支援を行った実績を有するも
のを業務に従事させられることが、証拠と共に示されてい
る。

10 10

1.2

電波または電磁波
領域に関する調査
研究等の能力の具
備

1.1で示された調査研究または技術
支援が電波または電磁波領域に関
するものであること、または、電
波または電磁波領域に関する専門
的知見を有していること

(2) 必須

●以下の①または②が満たされているか。
①　上述(1)の調査研究または技術支援が、電波または電磁
波領域に関するものであることが証拠と共に具体的に示さ
れている。
②　電波または電磁波領域に関する専門的知見を有してい
ることが証拠と共に具体的に示されている。

10 10

1.3

米国等の諸外国の
安全保障政策等に
関する調査研究等
の能力の具備

米国等の諸外国の安全保障政策や
シンクタンクの提言、防衛産業等
について調査研究が可能であるこ
とを示せること。

(3) 必須
●米国等の諸外国の安全保障政策やシンクタンクの提言、
防衛産業等について調査研究が可能であることが過去の実
績により具体的に示されているか。

10 10

1.4
情報セキュリティ
体制管理体系の有
無

情報セキュリティ体制管理体系の
有無

(4) 任意
●ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性
評価制度の認定を受けていることを書面の写しの提出を
もって証明できているか。

10 10

1.5
「調達における情
報セキュリティ基
準」の適合の有無

「調達における情報セキュリティ
基準」の適合の有無

(5) 必須

●「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの
確保について（通達）」における「調達における情報セ
キュリティ基準」について、防衛省から適合を受けている
ことを書面の写しの提出をもって証明できているか。
●なお、同基準の適合を取得していない場合であっても、
契約締結後に速やかに取得する旨の記載が具体的な計画等
とともに示されていれば、本評価項目においては合格とみ
なす。

10 10

(6) 必須

●契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作
成等した情報が、保護すべき情報（情報セキュリティ通達
第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする場合に、
同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取
り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する
履行体制を有していることが記載されているか。

10 10

(7) 必須
●官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせな
いことを保障する履行体制を有していることが記載されて
いるか。

10 10

(8) 必須

●官が個別の書面により承認した場合を除き、契約相手方
に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、
フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に
対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含
む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされ
ないことを保障する履行体制を有していることが記載され
ているか。

10 10

1.7
ワーク・ライフ・
バランスの推進

ワーク・ライフ・バランスを推進
する企業としての法令に基づく認
定の有無

(9) 任意

次の要件のいずれかを満す事業者であるか。
●①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女
性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律
第120号。以下「次世代法」という。）、青少年の雇用の促
進等に関する法律（昭和45年法律第98号。以下「若者雇用
促進法」という。）その他関係法令に基づく認定（認定の
基準が複数あるものにあっては、労働時間等の働き方その
他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすもの
に限る。以下同じ。）を受けていること。
●②女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画
（計画期間が終了していないものに限る。）を策定してい
ること。（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限

10 10

1.8 賃上げの表明
賃上げ表明の実施及び表明書の提
出

(10) 任意

次の要件のいずれかを満す事業者であるか。
●①当該年度における対前年度比、又は当該年における前
年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を３％以
上増加させる旨、従業員に表明しているか。【大企業】
●②当該年度における対前年度比、又は当該年における前
年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明し
ているか。【中小企業等】

10 10

提案書の目次

提案要求事項
番
号

評
価
区
分

評価の観点

評価配分

提案書
頁番号

1.6 情報保全体制 情報保全に係る体制の確保



大
項目

中
項目

細項目

基
礎
点

加
点

合
計
点

提案書の目次

提案要求事項
番
号

評
価
区
分

評価の観点

評価配分

提案書
頁番号

2 業務の実施

計画の妥当性、効率性 (11) 必須
●方針や手法が本調査研究の目的に沿っており、スケ
ジュール等に無理がない実現性のある計画になっている
か。

10

防衛省の方針の理解 (12) 必須
●防衛省における電磁波領域の能力強化の方針について、
国家防衛戦略や防衛白書等に沿った内容が示されている
か。

10

(13) 必須
●仕様書2.1について、全般的な進め方や作業方針等が示さ
れているか。

10

(14) 任意
●仕様書2.1について、調査研究の内容や作業方針等が具体
的かつ適切に示されているか。

30

(15) 任意
●仕様書2.1について、諸外国等と日本の安全保障環境の差
異を考慮し、防衛省・自衛隊における電磁波領域の能力向
上に資する調査方針が提言されているか。

20

(16) 任意
●仕様書2.1について、近年の国際情勢を踏まえ、最新の動
向を調査する計画になっているか。

20

(17) 必須
●仕様書2.2について、防衛省における電磁波領域の能力強
化に関する課題の抽出から検討、助言に至るまでの方針や
思考過程が示されているか。

10

(18) 任意
●仕様書2.2について、防衛省における電磁波領域の能力強
化に関する課題の抽出から検討、助言に至るまでの方針や
思考過程が具体的かつ適切に示されているか。

30

(19) 任意
●仕様書2.2について、諸外国と日本の安全保障環境の差異
に関する考察等、防衛省・自衛隊に適用可能な内容につい
て検討する計画になっているか。

20

(20) 必須
●仕様書2.3について、防衛省・自衛隊における電磁波領域
の能力強化のための有識者の選定、講演会の企画、構成、
開催に至るまでの計画が示されているか。

10

(21) 任意
●仕様書2.3について、防衛省・自衛隊における電磁波領域
の能力強化に有意義となる講演会の企画、構成、開催に至
るまでの計画が具体的に示されているか。

10

3 調査業務への適正

(22) 必須
●業務従事者が履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい
者であることが記載されているか。

10

(23) 必須

●前号の業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背
景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能
力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有することが記載
されているか。

10

(24) 必須
●前号の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において
履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあることが記載
されているか。

10

3.2 管理者の経験等
契約の相手方の管理者は、調査業
務に関する経験や知見があると認
められるか。

(25) 必須
●契約の相手方の管理者が、調査研究に関する経験や知見
を有していることが示されているか。

10 10

基
礎
点

加
点

合
計
点

160 160 320

2.4
調達仕様書の2.3
に関すること

電磁波領域の有識者講演会の開催 20

調達仕様書の2.2
に関すること

電磁波領域の能力向上に係る施策
の検討への支援・助言

60

2.1 業務全般 20

3.1 調査業務への適正 役務への適性 30

2.2
調達仕様書の2.1
に関すること

電磁波領域の動向調査 80

2.3



評価項目 配点

プラチナ
えるぼし　※２

10

えるぼし
３段階目　※３

7

えるぼし
２段階目　※３

7

えるぼし
１段階目　※３

7

行動計画※４ 4

プラチナくるみん※５ 10

くるみん（令和４年４月１日
以降の基準）※６ 7

くるみん（平成29年４月１日
～令和４年３月31 日まで
の基準） ※７

7

トライくるみん※８ 7

くるみん（平成29年３月31
日までの基準） ※９ 4

7

0

付紙

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準

評価等の区分※１

ワーク・ライフ・バラン
スの推進

女性活躍推進法に基づく
認定（えるぼし認定企業・プ
ラチナえるぼし認定企業）
等

次世代法に基づく認定（くる
みん認定企業・プラチナくる
みん認定企業）

若者雇用促進法に基づく認定
（ユースエール認定企業）

該当なし

※１複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。

※２女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※３女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

※４常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。
※５次世代法第15 条の２の規定に基づく認定
※６次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185 号。以下「令和３年改正省令」
という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定

※７次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の
規定に基づく認定（ただし、※9 の認定を除く。）
※８次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号の規定に基づく認定
※９次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省
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1 総則 

1.1 適用範囲 

本書は、電磁波領域の能力向上に関する調査・研究に係る評価手順について規定す

る。 

 

2 落札方式及び得点配分 

2.1 落札方式 

次の要件を全て満たす者のうち、2.2の総合評価点が最も高い者を落札者とする。 

ア 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

イ 応札資料作成要領の別添「評価基準表」に記載される要件のうち、［評価区分］

が［必須］とされる［提案要求項目］を全て満たしていること。 

2.2 総合評価点の計算 

総合評価点 ＝ 技術点 + 価格点 

ア 技術点は、応札資料作成要領の別添「評価基準表」の［評価区分］が［必須］

及び［任意］の項目について、各評価者が採点した基礎点と加点を合算したもの

の平均点（小数点以下第3位を四捨五入とする。）とする。 

※基礎点･･･「評価区分」が［必須］に設定される評価点 

※加 点･･･「評価区分」が［任意］に設定される評価点 

※技術点の配分上限値は320点（基礎点：160点、加点：160点） 

イ 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じて得た値に入札価

格に対する評価点配分を乗じて得た値とする。 

価格点 ＝ （１－入札価格÷予定価格）×価格点の配分（※） 

※なお、技術点の配分と価格点の配分は、2：1とする。 

※価格点の配分上限値は160点 

 

3 評価の手続 

3.1 技術評価 

技術点により技術評価を行う。 

（技術点の評価方法は、後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと）。 

3.2 総合評価 

「3.1 技術評価」を通過した応札者について、総合評価点を算出し、総合評価点が

最も高い応札者を落札者とする。 

 

4 技術点の評価方法 

4.1 評価項目における得点配分 

応札資料作成要領の別添「評価基準表」のとおり。 

4.2 基礎点評価 

基礎点評価は、応札資料作成要領の別添「評価基準表」に示す［評価の観点］に従

って行い、要件が満たされている場合は、4.1項に示す評価点を配分し、1項目でも満
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たされていない場合は、不合格とする。 

4.3 加点評価 

加点評価は、応札資料作成要領の別添「評価基準表」に示す［評価の観点］に従っ

て行い、要件の充足度合いに応じて、4.1項に示す評価点を上限とし、配分する。 

 

5 落札者の決定 

ア 入札者の入札価格が予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 79 条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、「2.2 の総合評価点

の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、予算

決算及び会計令第 84 条の規定に該当する場合は、予算決算及び会計令第 85 条の基

準を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。

この場合において、入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければな

らない。 

イ アの調査の結果、会計法（昭和22年法律第35号）第 29条の 6第 1項ただし書き

の規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札

者とすることがある。 

ウ 落札者となるべき者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人に

くじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人がくじ

を引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってく

じを引き、落札者を決定するものとする。 

エ 契約担当官等は、落札者を決定したときには、その氏名（法人の場合はその名称）

及び金額を書面で通知する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利

点に関する情報（当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点）の提

供を要請することができる。 


